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目

次

令和年月日 金曜日 第号官 報

〔
公

告
〕

諸
事
項

官
庁財

団
、
証
票
無
効
、
公
示
送
達
関
係

裁
判
所

相
続
、
公
示
催
告
、
失
踪
、
除
権
決
定
、

破
産
、
免
責
、
特
別
清
算
、
会
社
更
生
、

再
生
、
所
有
者
不
明
関
係

会
社
そ
の
他

〇
特
定
水
産
資
源
（
す
け
と
う
だ
ら
太
平
洋

系
群
、す
け
と
う
だ
ら
日
本
海
北
部
系
群
、

す
け
と
う
だ
ら
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
南
部
、
す

け
と
う
だ
ら
根
室
海
峡
、
す
る
め
い
か
、

ぶ
り
、
み
な
み
ま
ぐ
ろ
及
び
く
ろ
ま
ぐ
ろ

（
東
部
太
平
洋
条
約
海
域
））に
関
す
る
令

和
七
管
理
年
度
に
お
け
る
漁
業
法
第
十
五

条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
数
量
を
公
表
す

る
件
の
一
部
を
変
更
す
る
件

（
農
林
水
産
一
五
三
四
）

〇
中
小
企
業
信
用
保
険
法
第
二
条
第
五
項
第

四
号
の
災
害
及
び
地
域
を
指
定
す
る
件
の

全
部
を
改
正
す
る
件（
経
済
産
業
一
五
五
）

〇
特
定
工
場
に
お
け
る
公
害
防
止
組
織
の
整

備
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
件

（
経
済
産
業
・
環
境
八
）

〇
高
速
自
動
車
国
道
に
関
す
る
件

（
国
土
交
通
九
五
〇
〜
九
五
三
）

〇
水
先
人
に
免
許
を
与
え
た
件（
同
九
五
四
）

〔
国
会
事
項
〕

〔
人
事
異
動
〕

内
閣

最
高
裁
判
所

〔
官
庁
報
告
〕

官
庁
事
項

保
障
契
約
証
明
書
の
無
効
に
つ
い
て

（
関
東
運
輸
局
）

労

働

最
低
賃
金
の
改
正
決
定
に
関
す
る
公
示

（
兵
庫
労
働
局
最
低
賃
金
公
示
三
）

〔
最
高
裁
規
則
〕

〇
家
事
事
件
手
続
規
則
及
び
国
際
的
な
子
の

奪
取
の
民
事
上
の
側
面
に
関
す
る
条
約
の

実
施
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
子
の
返
還
に

関
す
る
事
件
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
最
高
裁
一
三
）

〔
法
規
的
告
示
〕

〇
幼
稚
園
教
員
資
格
認
定
試
験
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
資
格
を
定
め
る
件
の
一
部
を

改
正
す
る
告
示
（
文
部
科
学
一
二
九
）

〇
国
土
交
通
大
臣
が
認
め
る
登
録
基
幹
技
能

者
講
習
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る

告
示
（
国
土
交
通
九
四
九
）

〇
ニ
セ
コ
積
丹
小
樽
海
岸
国
定
公
園
の
公
園

区
域
を
変
更
す
る
件
（
環
境
六
八
）

〇
ニ
セ
コ
積
丹
小
樽
海
岸
国
定
公
園
の
公
園

計
画
を
変
更
す
る
件
（
同
六
九
）

〔
そ
の
他
告
示
〕

〇
特
定
国
外
派
遣
組
織
を
指
定
す
る
件

（
総
務
三
四
四
）





最

高

裁

規

則

家
事
事
件
手
続
規
則
及
び
国
際
的
な
子
の
奪
取
の
民
事
上
の
側
面
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
関
す
る
法
律
に
よ

る
子
の
返
還
に
関
す
る
事
件
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
家
事
事
件
手
続
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

家
事
事
件
手
続
規
則
（
平
成
二
十
四
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

﹇
第
一
編

略
﹈

﹇
第
一
編

同
上
﹈

第
二
編

家
事
審
判
に
関
す
る
手
続

第
二
編

﹇
同
上
﹈

﹇
第
一
章

略
﹈

﹇
第
一
章

同
上
﹈

第
二
章

家
事
審
判
事
件

第
二
章

﹇
同
上
﹈

﹇
第
一
節
〜
第
七
節

略
﹈

﹇
第
一
節
〜
第
七
節

同
上
﹈

第
八
節

親
権
に
関
す
る
審
判
事
件
（
第
九

十
五
条

第
九
十
六
条
）

第
八
節

親
権
に
関
す
る
審
判
事
件
（
第
九

十
五
条
・
第
九
十
六
条
）

﹇
第
九
節
〜
第
二
十
一
節

略
﹈

﹇
第
九
節
〜
第
二
十
一
節

同
上
﹈

第
三
編

家
事
調
停
に
関
す
る
手
続

第
三
編

﹇
同
上
﹈

第
一
章

総
則

第
一
章

﹇
同
上
﹈

﹇
第
一
節
〜
第
四
節

略
﹈

﹇
第
一
節
〜
第
四
節

同
上
﹈

第
五
節

調
停
の
成
立
に
よ
ら
な
い
事
件
の

終
了
（
第
百
三
十
二
条
・
第
百
三

十
二
条
の
二
）

第
五
節

調
停
の
成
立
に
よ
ら
な
い
事
件
の

終
了
（
第
百
三
十
二
条
）

﹇
第
六
節

略
﹈

﹇
第
六
節

同
上
﹈

﹇
第
二
章
〜
第
四
章

略
﹈

﹇
第
二
章
〜
第
四
章

同
上
﹈

﹇
第
四
編

略
﹈

﹇
第
四
編

同
上
﹈

附
則

附
則

（
申
立
て
の
取
下
げ
の
理
由
の
明
示
等
・
法
第
百

六
十
九
条
の
二
）

第
九
十
五
条
の
二

法
第
百
六
十
九
条
の
二
の
規
定

に
よ
る
申
立
て
の
取
下
げ
を
す
る
と
き
は
、
取
下

げ
の
理
由
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
新
設
﹈

２

前
項
の
取
下
げ
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
二
条
第

一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

３

法
第
百
六
十
九
条
の
二
の
許
可
が
あ
っ
た
と
き

は
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
そ
の
旨
を
当
事
者
及
び

利
害
関
係
参
加
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
調
停
を
し
な
い
場
合
等
の
取
扱
い
・
法
第
二
百

七
十
一
条
等
）

（
調
停
を
し
な
い
場
合
等
の
取
扱
い
・
法
第
二
百

七
十
一
条
等
）

第
百
三
十
二
条

﹇
略
﹈

第
百
三
十
二
条

﹇
同
上
﹈

﹇
２

略
﹈

﹇
２

同
上
﹈

３

第
一
項
の
規
定
は
、
家
事
調
停
（
親
権
者
の
指

定
の
調
停
を
除
く
。）の
申
立
て
の
取
下
げ
が
あ
っ

た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
は
、
家
事
調
停
の
申
立
て
の
取

下
げ
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
申
立
て
の
取
下
げ
の
理
由
の
明
示
等
・
法
第
二

百
七
十
三
条
）

第
百
三
十
二
条
の
二

法
第
二
百
七
十
三
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
申
立
て
の
取
下
げ
を
す
る
と
き

は
、
取
下
げ
の
理
由
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

﹇
新
設
﹈

２

法
第
二
百
七
十
三
条
第
三
項
の
許
可
が
あ
っ
た

と
き
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
そ
の
旨
を
当
事
者

及
び
利
害
関
係
参
加
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍

線
は
注
記
で
あ
る
。

（
国
際
的
な
子
の
奪
取
の
民
事
上
の
側
面
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
子
の
返
還
に
関
す
る
事
件

の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

国
際
的
な
子
の
奪
取
の
民
事
上
の
側
面
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
子
の
返
還
に
関
す
る

事
件
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

﹇
第
一
章
〜
第
二
章

略
﹈

﹇
第
一
章
〜
第
二
章

同
上
﹈

第
三
章

家
事
事
件
の
手
続
に
関
す
る
特
則

第
三
章

﹇
同
上
﹈

﹇
第
一
節

略
﹈

﹇
第
一
節

同
上
﹈

第
二
節

子
と
の
交
流
に
つ
い
て
の
家
事
審
判

及
び
家
事
調
停
の
手
続
等
に
関
す
る

特
則（
第
九
十
三
条

第
九
十
五
条
）

第
二
節

面
会
そ
の
他
の
交
流
に
つ
い
て
の
家

事
審
判
及
び
家
事
調
停
の
手
続
等
に

関
す
る
特
則
（
第
九
十
三
条

第
九

十
五
条
）

﹇
第
四
章

略
﹈

﹇
第
四
章

同
上
﹈

附
則

附
則

令和年月日 金曜日 第号官 報
〇
最
高
裁
判
所
規
則
第
十
三
号

家
事
事
件
手
続
規
則
及
び
国
際
的
な
子
の
奪
取
の
民
事
上
の
側
面
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
子

の
返
還
に
関
す
る
事
件
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

最
高
裁
判
所





第
二
節

子
と
の
交
流
に
つ
い
て
の
家
事

審
判
及
び
家
事
調
停
の
手
続
等

に
関
す
る
特
則

第
二
節

面
会
そ
の
他
の
交
流
に
つ
い
て

の
家
事
審
判
及
び
家
事
調
停
の

手
続
等
に
関
す
る
特
則

（
申
立
書
の
記
載
事
項
の
特
則
）

（
申
立
書
の
記
載
事
項
の
特
則
）

第
九
十
三
条

法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
外
国

返
還
援
助
の
決
定
若
し
く
は
法
第
十
七
条
第
一
項

に
規
定
す
る
日
本
国
交
流
援
助
の
決
定
を
受
け
た

者
又
は
子
の
返
還
の
申
立
て
を
し
た
者
が
、
子
と

の
交
流
の
定
め
を
す
る
こ
と
又
は
そ
の
変
更
を
求

め
る
家
事
審
判
又
は
家
事
調
停
の
申
立
て
を
す
る

と
き
は
、
当
該
家
事
審
判
又
は
家
事
調
停
の
申
立

書
に
当
該
各
決
定
を
受
け
た
旨
又
は
子
の
返
還
の

申
立
て
を
し
た
旨
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
九
十
三
条

法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
外
国

返
還
援
助
の
決
定
若
し
く
は
法
第
十
七
条
第
一
項

に
規
定
す
る
日
本
国
面
会
交
流
援
助
の
決
定
を
受

け
た
者
又
は
子
の
返
還
の
申
立
て
を
し
た
者
が
、

子
と
の
面
会
そ
の
他
の
交
流
の
定
め
を
す
る
こ
と

又
は
そ
の
変
更
を
求
め
る
家
事
審
判
又
は
家
事
調

停
の
申
立
て
を
す
る
と
き
は
、
当
該
家
事
審
判
又

は
家
事
調
停
の
申
立
書
に
当
該
各
決
定
を
受
け
た

旨
又
は
子
の
返
還
の
申
立
て
を
し
た
旨
を
記
載
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
住
所
等
表
示
部
分
の
閲
覧
等
に
関
す
る
規
定
の

準
用
・
法
第
百
四
十
九
条
）

（
住
所
等
表
示
部
分
の
閲
覧
等
に
関
す
る
規
定
の

準
用
・
法
第
百
四
十
九
条
）

第
九
十
五
条

子
と
の
交
流
の
定
め
を
す
る
こ
と
又

は
そ
の
変
更
を
求
め
る
家
事
審
判
の
申
立
て
に
係

る
事
件
の
記
録
中
の
住
所
等
表
示
部
分
に
関
す
る

家
事
事
件
手
続
法
第
四
十
七
条
第
三
項
の
申
立
て

に
つ
い
て
は
、第
二
十
五
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
九
十
五
条

子
と
の
面
会
そ
の
他
の
交
流
の
定
め

を
す
る
こ
と
又
は
そ
の
変
更
を
求
め
る
家
事
審
判

の
申
立
て
に
係
る
事
件
の
記
録
中
の
住
所
等
表
示

部
分
に
関
す
る
家
事
事
件
手
続
法
第
四
十
七
条
第

三
項
の
申
立
て
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
五
条
の
規

定
を
準
用
す
る
。

２

子
と
の
交
流
に
つ
い
て
定
め
、
又
は
そ
の
変
更

に
つ
い
て
定
め
る
審
判
書
又
は
調
停
調
書
の
正
本

に
基
づ
く
強
制
執
行
の
申
立
て
に
係
る
事
件
の
記

録
中
に
法
第
五
条
第
四
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分

に
限
る
。）の
規
定
に
よ
り
外
務
大
臣
か
ら
提
供
を

受
け
た
情
報
が
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
も

の
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
事
件
の
記
録
の
正

本
、
謄
本
又
は
抄
本
の
様
式
及
び
当
該
事
件
の
記

録
の
閲
覧
、謄
写
若
し
く
は
複
製
又
は
そ
の
正
本
、

謄
本
若
し
く
は
抄
本
の
交
付
に
つ
い
て
は
、
第
二

十
四
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す

る
。

２

子
と
の
面
会
そ
の
他
の
交
流
に
つ
い
て
定
め
、

又
は
そ
の
変
更
に
つ
い
て
定
め
る
審
判
書
又
は
調

停
調
書
の
正
本
に
基
づ
く
強
制
執
行
の
申
立
て
に

係
る
事
件
の
記
録
中
に
法
第
五
条
第
四
項
（
第
二

号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
に
よ
り
外
務
大

臣
か
ら
提
供
を
受
け
た
情
報
が
記
載
さ
れ
、
又
は

記
録
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
事

件
の
記
録
の
正
本
、
謄
本
又
は
抄
本
の
様
式
及
び

当
該
事
件
の
記
録
の
閲
覧
、
謄
写
若
し
く
は
複
製

又
は
そ
の
正
本
、
謄
本
若
し
く
は
抄
本
の
交
付
に

つ
い
て
は
、
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で

の
規
定
を
準
用
す
る
。

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
民
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
三
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

最
高
裁
判
所
長
官

今
崎

幸
彦

法

規

的

告

示

幼
稚
園
教
員
資
格
認
定
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
資
格
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

幼
稚
園
教
員
資
格
認
定
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
資
格
を
定
め
る
件
（
平
成
三
十
年
文
部
科
学
省
告
示
第
六
十

九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

教
員
資
格
認
定
試
験
規
程
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す

る
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
資
格
は
、
児
童
福
祉
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
十
八
条

の
六
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
該
当
す
る
者
と
し

て
保
育
士
と
な
る
資
格
を
有
し
た
後
、
又
は
地
域
限

定
保
育
士
試
験
（
同
法
第
十
八
条
の
二
十
八
第
一
項

に
規
定
す
る
地
域
限
定
保
育
士
試
験
を
い
う
。）若
し

く
は
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
試
験
（
児
童

福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法

律
第
二
十
九
号
。
以
下
「
児
童
福
祉
法
等
一
部
改
正

法
」
と
い
う
。）附
則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

前
の
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律

第
百
七
号
。
以
下
「
施
行
日
前
国
家
戦
略
特
別
区
域

法
」
と
い
う
。）第
十
二
条
の
五
第
六
項
（
同
条
第
十

二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を

含
む
。）の
規
定
に
よ
り
児
童
福
祉
法
等
一
部
改
正
法

の
施
行
の
日
前
に
実
施
さ
れ
た
国
家
戦
略
特
別
区
域

限
定
保
育
士
試
験
及
び
児
童
福
祉
法
等
一
部
改
正
法

附
則
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ

り
同
日
以
後
に
実
施
さ
れ
た
国
家
戦
略
特
別
区
域
限

定
保
育
士
試
験
を
い
う
。）に
合
格
し
た
後
、
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
し
て
通
算
し
て
三
年
以
上

在
職
し
た
も
の
（
勤
務
時
間
の
合
計
が
四
千
三
百
二

十
時
間
以
上
の
場
合
に
限
る
。）と
す
る
。

教
員
資
格
認
定
試
験
規
程
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す

る
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
資
格
は
、
児
童
福
祉
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
十
八
条

の
六
に
規
定
す
る
保
育
士
と
な
る
資
格
を
有
し
た

後
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
し
て
通
算
し

て
三
年
以
上
在
職
し
た
も
の
（
勤
務
時
間
の
合
計
が

四
千
三
百
二
十
時
間
以
上
の
場
合
に
限
る
。）と
す

る
。

一
・
二

﹇
略
﹈

一
・
二

﹇
同
上
﹈

三

次
に
掲
げ
る
施
設
の
保
育
士
（
当
該
施
設
が
児

童
福
祉
法
第
十
八
条
の
二
十
七
第
一
項
に
規
定
す

る
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
内
又
は
施
行
日
前

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
第
十
二
条
の
五
第
三
項
に

規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
で
あ
っ
た
区
域
内
に
あ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
、
当
該
認
定
地
方

三

次
に
掲
げ
る
施
設
の
保
育
士
（
国
家
戦
略
特
別

区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
十

二
条
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内

に
あ
る
施
設
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事

業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保

育
士
）

令和年月日 金曜日 第号官 報

〇
文
部
科
学
省
告
示
第
百
二
十
九
号

児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
二
十
九
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
教
員
資
格
認
定

試
験
規
程
（
昭
和
四
十
八
年
文
部
省
令
第
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
幼
稚
園
教
員
資
格
認
定
試
験

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
資
格
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

文
部
科
学
大
臣

阿
部

俊
子





ア
〜
ウ

﹇
略
﹈

ア
〜
ウ

﹇
同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
共
団
体
の
区
域
に
係
る
児
童
福
祉
法
第
十
八
条

の
二
十
九
に
規
定
す
る
地
域
限
定
保
育
士
又
は
当

該
事
業
実
施
区
域
で
あ
っ
た
区
域
に
係
る
児
童
福

祉
法
等
一
部
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ

た
施
行
日
前
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
第
十
二
条
の

五
第
二
項
に
規
定
す
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定

保
育
士
）

国
土
交
通
大
臣
が
認
め
る
登
録
基
幹
技
能
者
講
習
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

国
土
交
通
大
臣
が
認
め
る
登
録
基
幹
技
能
者
講
習
を
定
め
る
件（
平
成
三
十
年
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
三
十
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
は
、

こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
建
設
業
が
次
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
建
設
業
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
種
目
に
係
る
登
録
基
幹

技
能
者
講
習
（
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
建
設
業
に
係

る
建
設
工
事
に
関
し
十
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す

る
こ
と
を
受
講
資
格
の
一
つ
と
し
、
か
つ
、
当
該
受

講
資
格
を
有
す
る
者
が
受
講
す
る
も
の
に
限
る
。）

許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
建
設
業
が
次
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
建
設
業
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
種
目
に
係
る
登
録
基
幹

技
能
者
講
習
（
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
建
設
業
に
係

る
建
設
工
事
に
関
し
十
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す

る
こ
と
を
受
講
資
格
の
一
つ
と
し
、
か
つ
、
当
該
受

講
資
格
を
有
す
る
者
が
受
講
す
る
も
の
に
限
る
。）

（
略
）

（
略
）

と
び
・
土

工
工
事
業

一
〜
二
十

（
略
）

と
び
・
土

工
工
事
業

一
〜
二
十

（
略
）

二
十
一

登
録
道
路
等
法
面
保

護
基
幹
技
能
者

（
新
設
）

二
十
二

登
録
斜
面
防
災
基
幹

技
能
者

（
新
設
）

石
工
事
業

一

登
録
エ
ク
ス
テ
リ
ア
基
幹

技
能
者

石
工
事
業

登
録
エ
ク
ス
テ
リ
ア
基
幹
技
能

者

二

登
録
石
材
施
工
基
幹
技
能

者

（
略
）

（
略
）

さ
く
井
工

事
業

一

登
録
さ
く
井
基
幹
技
能
者

さ
く
井
工

事
業

登
録
さ
く
井
基
幹
技
能
者

二

登
録
斜
面
防
災
基
幹
技
能

者

（
略
）

（
略
）

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 金曜日 第号官 報
〇
国
土
交
通
省
告
示
第
九
百
四
十
九
号

建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）
第
七
条
の
三
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
土
交
通

大
臣
が
認
め
る
登
録
基
幹
技
能
者
講
習
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

国
土
交
通
大
臣

中
野

洋
昌

〇
環
境
省
告
示
第
六
十
八
号

自
然
公
園
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
ニ
セ
コ
積
丹
小
樽
海
岸

国
定
公
園
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次

の
と
お
り
公
示
す
る
。

変
更
後
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
は
、環
境
省
及
び
北
海
道
庁
に
備
え
付
け
て
供
覧
す
る
と
と
も
に
、環
境
省
の
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
す
る
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

環
境
大
臣

浅
尾
慶
一
郎

一

追
加
す
る
区
域

北
海
道
虻
田
郡
倶
知
安
町
内
国
有
林
後
志
森
林
管
理
署
七
林
班
、
八
林
班
、
十
林
班
及
び
十
一
林
班
の
各
一
部

二

削
除
す
る
区
域

北
海
道
虻
田
郡
倶
知
安
町
ニ
セ
コ
ひ
ら
ふ
一
条
及
び
字
山
田
の
各
一
部

三

区
域
を
表
示
し
た
図
面
（
省
略
）

〇
環
境
省
告
示
第
六
十
九
号

自
然
公
園
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
ニ
セ
コ
積
丹
小
樽
海
岸

国
定
公
園
に
関
す
る
公
園
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

変
更
後
の
公
園
計
画
を
表
示
し
た
図
面
は
、
環
境
省
及
び
北
海
道
庁
に
備
え
付
け
て
供
覧
す
る
と
と
も
に
、
環
境
省

の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
す
る
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

環
境
大
臣

浅
尾
慶
一
郎

一

特
別
地
域
に
次
の
区
域
を
追
加
す
る
。

北
海
道
虻
田
郡
倶
知
安
町
内
国
有
林
後
志
森
林
管
理
署
七
林
班
、
八
林
班
、
十
林
班
及
び
十
一
林
班
の
各
一
部

二

特
別
地
域
か
ら
次
の
区
域
を
削
除
す
る
。

北
海
道
虻
田
郡
倶
知
安
町
ニ
セ
コ
ひ
ら
ふ
一
条
及
び
字
山
田
の
各
一
部

三

第
三
種
特
別
地
域
に
次
の
区
域
を
追
加
す
る
。

北
海
道
虻
田
郡
倶
知
安
町
内
国
有
林
後
志
森
林
管
理
署
七
林
班
、
八
林
班
、
十
林
班
及
び
十
一
林
班
の
各
一
部

四

第
三
種
特
別
地
域
か
ら
次
の
区
域
を
削
除
す
る
。

北
海
道
虻
田
郡
倶
知
安
町
ニ
セ
コ
ひ
ら
ふ
一
条
及
び
字
山
田
の
各
一
部

五

次
の
単
独
施
設
を
削
除
す
る
。

種

類

位

置

宿
舎

北
海
道
虻
田
郡
倶
知
安
町
（
比
羅
夫
）

駐
車
場

北
海
道
虻
田
郡
倶
知
安
町
（
比
羅
夫
）

運
動
場

北
海
道
虻
田
郡
倶
知
安
町
（
比
羅
夫
）

六

次
の
道
路
を
削
除
す
る
。

（
一
）
車
道

北
海
道
虻
田
郡
倶
知
安
町
（
山
田
・
国
定
公
園
境
界
）
か
ら
同
町
（
比
羅
夫
駐
車
場
）
ま
で

七

公
園
計
画
を
表
示
し
た
図
面
（
省
略
）





そ の 他 告 示

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 （ 以 下 「 傍 線 部 分 」 と い う 。 ） で こ れ に 対

応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 が あ る も の は 、 こ れ を 当 該 傍 線 部 分 の よ う に 改 め る 。

改 正 後 改 正 前

すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日
本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南
部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶ
り、みなみまぐろ及びくろまぐろ（東部太平
洋条約海域）に関する令和７管理年度（すけ
とうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北
部系群、すけとうだらオホーツク海南部、す
けとうだら根室海峡、するめいか及びみなみ
まぐろにあっては令和７年４月１日から翌年
３月31日まで、ぶりに係る大臣管理区分に
あっては令和７年７月１日から翌年６月30日
まで、ぶりに係る都道府県における管理に
あっては、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、
山形県、福島県、茨城県、千葉県、東京都、
大阪府、香川県及び大分県については令和７
年４月１日から翌年３月31日まで、北海道、
神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、
静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、
和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、

すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日
本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南
部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶ
り、みなみまぐろ及びくろまぐろ（東部太平
洋条約海域）に関する令和７管理年度（すけ
とうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北
部系群、すけとうだらオホーツク海南部、す
けとうだら根室海峡、するめいか及びみなみ
まぐろにあっては令和７年４月１日から翌年
３月31日まで、ぶりに係る大臣管理区分に
あっては令和７年７月１日から翌年６月30日
まで、ぶりに係る都道府県における管理に
あっては、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、
山形県、福島県、茨城県、千葉県、東京都、
大阪府、香川県及び大分県については令和７
年４月１日から翌年３月31日まで、北海道、
神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、
静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、
和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、

第一～第四 （略） 第一～第四 （略）
第五 するめいか 第五 するめいか
一・二 （略） 一・二 （略）

山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、
佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島
県については令和７年７月１日から翌年６月
30日まで、くろまぐろ（東部太平洋条約海域）
にあっては令和７年１月１日から同年12月31
日までの期間をいう。）における漁業法（以下
「法」という。）第15条第１項各号に掲げる数
量は、次のとおりとする。

山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、
佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島
県については令和７年７月１日から翌年６月
30日まで、くろまぐろ（東部太平洋条約海域）
にあっては令和７年１月１日から同年12月31
日までの期間をいう。）における漁業法（以下
「法」という。）第15条第１項各号に掲げる数
量は、次のとおりとする。

三 大臣管理漁獲可能量（法第15条第１項
第３号関係）
法第15条第１項第３号の大臣管理漁獲
可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管
理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲
げる数量とする。

（単位：トン）

三 大臣管理漁獲可能量（法第15条第１項
第３号関係）
法第15条第１項第３号の大臣管理漁獲
可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管
理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲
げる数量とする。

（単位：トン）

大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量 大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量

（略） （略） （略） （略）

するめいか小
型するめいか
釣り漁業

4900


するめいか小
型するめいか
釣り漁業

4200


（略） （略） （略） （略）

第六～第八 （略） 第六～第八 （略）

災 害 名 地 域 指 定 の 期 間

令 和 七 年 八 月 六 日 か ら の 低 気 圧 と

前 線 に よ る 大 雨 に 伴 う 災 害

石 川 県 金 沢 市 令 和 七 年 八 月 七 日 か ら 令

和 七 年 十 二 月 十 六 日 ま で

山 口 県 宇 部 市

福 岡 県 福 津 市

令
和

年


月


日
金
曜
日

第




号

官
報

〇 総 務 省 告 示 第 三 百 四 十 四 号

公 職 選 挙 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 八 十 九 号 ） 第 五 十 九 条 の 五 の 三 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 次

の と お り 特 定 国 外 派 遣 組 織 を 指 定 す る の で 、 同 条 第 二 項 の 規 定 に 基 づ き 、 告 示 す る 。

令 和 七 年 十 月 十 七 日 総 務 大 臣 村 上 誠 一 郎

一 名 称 令 和 七 年 度 ジ ブ チ 共 和 国 に 対 す る 能 力 構 築 支 援 （ 施 設 ） 派 遣 事 業 参 加 部 隊

二 国 外 派 遣 期 間 令 和 七 年 十 月 十 九 日 か ら 令 和 七 年 十 二 月 二 十 一 日 ま で

三 派 遣 人 数 （ 概 数 ） 十 四 人 程 度

四 派 遣 地 域 ジ ブ チ 共 和 国

〇 農 林 水 産 省 告 示 第 千 五 百 三 十 四 号

漁 業 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 二 百 六 十 七 号 ） 第 十 五 条 第 六 項 の 規 定 に 基 づ き 、 令 和 七 年 三 月 七 日 農

林 水 産 省 告 示 第 三 百 六 十 二 号 （ 特 定 水 産 資 源 （ す け と う だ ら 太 平 洋 系 群 、 す け と う だ ら 日 本 海 北 部 系

群 、 す け と う だ ら オ ホ ー ツ ク 海 南 部 、 す け と う だ ら 根 室 海 峡 、 す る め い か 、 ぶ り 、 み な み ま ぐ ろ 及 び

く ろ ま ぐ ろ （ 東 部 太 平 洋 条 約 海 域 ） ） に 関 す る 令 和 七 管 理 年 度 に お け る 漁 業 法 第 十 五 条 第 一 項 各 号 に 掲

げ る 数 量 を 公 表 す る 件 ） の 一 部 を 次 の よ う に 変 更 し た の で 、 同 条 第 六 項 に お い て 準 用 す る 同 条 第 五 項

の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 公 表 す る 。

令 和 七 年 十 月 十 七 日 農 林 水 産 大 臣 小 泉 進 次 郎

〇 経 済 産 業 省 告 示 第 百 五 十 五 号

中 小 企 業 信 用 保 険 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 四 号 ） 第 二 条 第 五 項 第 四 号 の 規 定 に 基 づ き 、 令

和 七 年 経 済 産 業 省 告 示 第 百 三 十 四 号 （ 中 小 企 業 信 用 保 険 法 第 二 条 第 五 項 第 四 号 の 災 害 及 び 地 域 を 指 定

す る 件 ） の 全 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

令 和 七 年 十 月 十 七 日 経 済 産 業 大 臣 臨 時 代 理

国 務 大 臣 赤 澤 亮 正





路

線

名

第
一
東
海
自
動
車
道

道
路
の
区
域区

間

変
更
前

後
別

敷
地
の
幅
員

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

(

メ
ー
ト
ル)

岡
崎
市
洞
町
字
東
丸
根
一
六
番
一
か
ら
同
市
洞
町
字
東
丸
根
一
七
番
三

ま
で

前

最
大

二
四
七

四
三

最
小

一
四
五

後

最
大

二
四
七

最
小

一
四
五

路

線

名

関
越
自
動
車
道
新
潟
線

道
路
の
区
域区

間

変
更
前

後
別

敷
地
の
幅
員

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

(

メ
ー
ト
ル)

南
魚
沼
市
小
栗
山
一
一
七
番
か
ら
同
市
小
栗
山
九
三
番
二
ま
で

前

最
大

五
三

四
七

最
小

三
六

後

最
大

五
〇

最
小

三
三

路

線

名

近
畿
自
動
車
道
名
古
屋
亀
山
線

道
路
の
区
域区

間

変
更
前

後
別

敷
地
の
幅
員

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

(

メ
ー
ト
ル)

愛
知
県
海
部
郡
蟹
江
町
大
字
西
之
森
字
談
合
田
一
一
番
一
か
ら
同
県
海

部
郡
蟹
江
町
大
字
蟹
江
新
田
字
東
中
瀬
三
八
番
三
ま
で

前

最
大

二
七

七
八
三

最
小

二
三

後

最
大

二
七

最
小

二
三

津
島
市
鹿
伏
兎
町
稗
田
一
番
一
か
ら
同
市
鹿
伏
兎
町
西
永
和
三
一
番
二

ま
で

前

最
大

二
五

一
三
七
四

最
小

二
三

後

最
大

二
五

最
小

二
三

愛
西
市
大
井
町
石
池
三
九
六
番
か
ら
同
市
西
條
町
相
之
江
四
番
五
ま
で

前

最
大

二
八

二
五
三
一

最
小

二
三

後

最
大

二
八

最
小

二
三

熊
本
県

熊
本
市

八
代
市

玉
名
市

上
天
草
市

宇
城
市

天
草
市

下
益
城
郡
美
里
町

玉
名
郡
玉
東
町

玉
名
郡
長
洲
町

上
益
城
郡
甲
佐
町

八
代
郡
氷
川
町

鹿
児
島
県

薩
摩
川
内
市

曽
於
市

霧
島
市

姶
良
市

登
録
講
習
機
関
の
名
称

一
般
社
団
法
人
日
本
砕
石
協
会

登
録
講
習
機
関
の
代
表
者
の
氏
名

変

更

後

変

更

前

越
智

良
幸

才
田

善
之

変
更
年
月
日

令
和
七
年
十
月
十
五
日

路

線

名

近
畿
自
動
車
道
名
古
屋
神
戸
線

道
路
の
区
域区

間

変
更
前

後
別

敷
地
の
幅
員

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

(

メ
ー
ト
ル)

桑
名
市
長
島
町
松
蔭
三
七
八
番
二
か
ら
同
市
長
島
町
松
蔭
六
〇
八
番
ま

で

前

最
大

七
四
一

一
四
一

最
小

四
四
六

後

最
大

七
四
一

最
小

四
七
三

令和年月日 金曜日 第号官 報

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
九
百
五
十
二
号

独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
高

速
自
動
車
国
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
十
月
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
国
土
交
通
省
北
陸
地
方
整
備
局
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

国
土
交
通
大
臣

中
野

洋
昌

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
九
百
五
十
三
号

独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
高

速
自
動
車
国
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
十
月
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

国
土
交
通
大
臣

中
野

洋
昌

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
九
百
五
十
四
号

水
先
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
水
先
人
の
免
許
を
与
え
た

の
で
、
水
先
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
運
輸
省
令
・
経
済
安
定
本
部
令
第
一
号
）
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告

示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

国
土
交
通
大
臣

中
野

洋
昌

免
許
番
号

氏

名

本
籍
の
都

道
府
県
名

免

許

年

月

日

水
先
区
の
名
称

第
二
四
六
五
号

落
合

眞
和

東
京
都

令
和
七
年
十
月
一
日

伏
木
水
先
区

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
九
百
五
十
号

独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
高

速
自
動
車
国
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
十
月
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

国
土
交
通
大
臣

中
野

洋
昌

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
九
百
五
十
一
号

独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
高

速
自
動
車
国
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
十
月
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

国
土
交
通
大
臣

中
野

洋
昌

〇
経
済
産
業
省

環

境

省
告
示
第
八
号

特
定
工
場
に
お
け
る
公
害
防
止
組
織
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
大
蔵
省
、
厚
生
省
、
農
林

省
、
通
商
産
業
省
、
運
輸
省
令
第
三
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
規
則
第
三
十

五
条
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

経
済
産
業
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

赤
澤

亮
正

環
境
大
臣

浅
尾
慶
一
郎





国
会
事
項

人
事
異
動

官

庁

報

告

保
障
契
約
証
明
書

番
号

船
名

船
舶
番
号
又
は

信
号
符
字

国
籍

交
付
年
月
日

失
効
年
月
日

Ｂ
Ｋ

Ｋ
Ｔ

25

000472
耕
洋
丸

７
Ｊ
Ｂ
Ｚ

日
本

令
和
七
年
五
月

七
日

令
和
七
年
九
月

十
一
日

Ｗ
Ｒ

Ｋ
Ｔ

25

000727

令和年月日 金曜日 第号官 報

衆

議

院

臨
時
国
会
召
集
決
定
通
知
書
受
領

十
月
十
五
日
石
破
内
閣
総
理
大
臣
か
ら
次
の
書
面
を
受

領
し
た
。

内
閣
閣
第
一
四
六
号

令
和
七
年
十
月
十
五
日内

閣
総
理
大
臣

石
破

茂

衆
議
院
議
長

額
賀

福
志
郎
殿

政
府
は
、
当
面
の
諸
案
件
の
審
議
を
求
め
る
た
め
、
来

る
十
月
二
十
一
日
に
、
臨
時
国
会
を
召
集
す
る
こ
と
を
決

定
い
た
し
ま
し
た
か
ら
、
よ
ろ
し
く
お
取
り
計
ら
い
願
い

ま
す
。

な
お
、
本
年
九
月
十
日
衆
院
発
第
一
四
〇
号
を
も
っ
て

送
付
の
あ
っ
た
臨
時
国
会
召
集
要
求
書
に
対
し
て
は
、
本

日
、
貴
院
議
員
笠
浩
史
君
外
二
百
三
十
八
名
の
代
表
者
笠

浩
史
君
、
遠
藤
敬
君
、
古
川
元
久
君
、
山
川
仁
君
、
塩
川

鉄
也
君
、
福
島
伸
享
君
、
鈴
木
敦
君
、
河
村
た
か
し
君
、

新
垣
邦
男
君
宛
て
別
紙
書
面
を
送
付
し
ま
し
た
の
で
、
お

含
み
お
き
願
い
ま
す
。

（
別
紙
）

内
閣
閣
第
一
四
六
号

令
和
七
年
十
月
十
五
日内

閣
官
房
長
官

林

芳
正

衆
議
院
議
員

笠

浩
史
殿

衆
議
院
議
員

遠
藤

敬
殿

衆
議
院
議
員

古
川

元
久
殿

衆
議
院
議
員

山
川

仁
殿

衆
議
院
議
員

塩
川

鉄
也
殿

衆
議
院
議
員

福
島

伸
享
殿

衆
議
院
議
員

鈴
木

敦
殿

衆
議
院
議
員

河
村
た
か
し
殿

衆
議
院
議
員

新
垣

邦
男
殿

さ
き
に
、
貴
殿
方
を
代
表
と
す
る
笠
浩
史
君
外
二
百
三

十
八
名
の
方
々
か
ら
衆
議
院
議
長
を
経
由
し
て
内
閣
総
理

大
臣
宛
て
臨
時
国
会
の
召
集
要
求
書
の
提
出
が
あ
り
ま
し

た
が
、
政
府
は
、
来
る
十
月
二
十
一
日
に
、
臨
時
国
会
を

召
集
す
る
こ
と
を
決
定
い
た
し
ま
し
た
か
ら
、
御
了
承
願

い
ま
す
。

参

議

院

臨
時
国
会
召
集
決
定
通
知
書
受
領

十
月
十
五
日
臨
時
国
会
召
集
決
定
に
関
し
次
の
通
知
が

あ
っ
た
。

令
和
七
年
十
月
十
五
日内

閣
総
理
大
臣

石
破

茂

参
議
院
議
長

関
口

昌
一
殿

政
府
は
、
当
面
の
諸
案
件
の
審
議
を
求
め
る
た
め
、
来

る
十
月
二
十
一
日
に
、
臨
時
国
会
を
召
集
す
る
こ
と
を
決

定
い
た
し
ま
し
た
か
ら
、
よ
ろ
し
く
お
取
り
計
ら
い
願
い

ま
す
。

な
お
、
本
年
九
月
十
一
日
参
庶
文
発
第
四
四
号
を
も
っ

て
送
付
の
あ
っ
た
臨
時
国
会
召
集
要
求
書
に
対
し
て
は
、

本
日
、
貴
院
議
員
斎
藤
嘉
隆
君
外
百
二
十
名
の
代
表
者
斎

藤
嘉
隆
君
、
伊
藤
孝
恵
君
、
柴
田
巧
君
、梅
村
み
ず
ほ
君
、

仁
比
聡
平
君
、
伊
勢
崎
賢
治
君
、
北
村
晴
男
君
、
伊
波
洋

一
君
、
安
野
貴
博
君
、
福
島
み
ず
ほ
君
宛
て
別
紙
書
面
を

送
付
し
ま
し
た
の
で
、
お
含
み
お
き
願
い
ま
す
。

（
別
紙
）

令
和
七
年
十
月
十
五
日内

閣
官
房
長
官

林

芳
正

参
議
院
議
員

斎
藤

嘉
隆
殿

参
議
院
議
員

伊
藤

孝
恵
殿

参
議
院
議
員

柴
田

巧
殿

参
議
院
議
員

梅
村
み
ず
ほ
殿

参
議
院
議
員

仁
比

聡
平
殿

参
議
院
議
員

伊
勢
崎
賢
治
殿

参
議
院
議
員

北
村

晴
男
殿

参
議
院
議
員

伊
波

洋
一
殿

参
議
院
議
員

安
野

貴
博
殿

参
議
院
議
員

福
島
み
ず
ほ
殿

さ
き
に
、
貴
殿
方
を
代
表
と
す
る
斎
藤
嘉
隆
君
外
百
二

十
名
の
方
々
か
ら
参
議
院
議
長
を
経
由
し
て
内
閣
総
理
大

臣
宛
て
臨
時
国
会
の
召
集
要
求
書
の
提
出
が
あ
り
ま
し
た

が
、
政
府
は
、
来
る
十
月
二
十
一
日
に
、
臨
時
国
会
を
召

集
す
る
こ
と
を
決
定
い
た
し
ま
し
た
か
ら
、
御
了
承
願
い

ま
す
。

内

閣

〇
財
務
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

村
上
誠
一
郎

財
務
大
臣
加
藤
勝
信
海
外
出
張
不
在
中
内
閣
法
第
十
条
の

規
定
に
よ
り
臨
時
に
財
務
大
臣
の
職
務
を
行
う
国
務
大
臣

に
指
定
す
る

同

村
上
誠
一
郎

内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
加
藤
勝
信
海
外
出
張
不
在
中
内
閣

府
特
命
担
当
大
臣
（
金
融
）
事
務
代
理
を
命
ず
る
（
以
上

十
月
十
五
日
）

最
高
裁
判
所

新
潟
地
方
裁
判
所
判
事
・
新
潟
簡

易
裁
判
所
判
事

松
村

徹

千
葉
家
庭
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

千
葉
家
庭
裁
判
所
長
を
命
ず
る

千
葉
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

官

庁

事

項

保
障
契
約
証
明
書
の
無
効
に
つ
い
て

次
の
保
障
契
約
証
明
書
は
、
滅
失
し
た
こ
と
に
よ
り
船
舶
油
濁
等
損
害
賠
償
保
障
法
第
四
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す

る
第
十
七
条
第
四
項
及
び
第
五
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
七
条
第
四
項
に
基
づ
く
再
交
付
を
行
っ
た
の
で
、
当

該
保
障
契
約
証
明
書
が
左
記
に
記
載
の
失
効
年
月
日
以
降
無
効
と
な
っ
た
こ
と
を
同
法
施
行
規
則
第
十
三
条
第
三
項
及

び
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

関
東
運
輸
局
長

藤
田

礼
子

労

働

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
・
東
京
簡

易
裁
判
所
判
事

三
輪

方
大

司
法
研
修
所
教
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

新
潟
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

新
潟
地
方
裁
判
所
長
を
命
ず
る

新
潟
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

新
潟
簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
司
法
行
政
事
務
を
掌
理
す
る

者
に
指
名
す
る

同

品
田

幸
男

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
の
指
名
を
解
く

司
法
研
修
所
教
官
に
充
て
る

東
京
高
等
裁
判
所
判
事
・
東
京
簡

易
裁
判
所
判
事

橋
爪

信

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る
（
以
上
十
月
十
二

日
）

最
低
賃
金
の
改
正
決
定
に
関
す
る
公
示

兵
庫
労
働
局
最
低
賃
金
公
示
第
３
号

最
低
賃
金
法
（
昭
和
34年

法
律
第
137号

）
第
15条

第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
兵
庫
県
計
量
器
・
測
定
器
・
分

析
機
器
・
試
験
機
・
測
量
機
械
器
具
製
造
業
最
低
賃
金

（
平
成
20年
兵
庫
労
働
局
最
低
賃
金
公
示
第
３
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
決
定
を
し
た
の
で
、
同
法
第

19条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
７
年
10
月
17
日兵
庫
労
働
局
長
金
成
真
一

第
４
号
中
「
１
時
間
1053円

」
を
「
１
時
間
1117円

」
に
改
め
る
。
附
則

こ
の
決
定
は
、
令
和
７
年
12月
１
日
か
ら
効
力
を
生
ず

る
。





公 告

令
和

年


月


日
金
曜
日

第




号

官
報

諸 事 項
工 場 財 団

福島県双葉郡葛尾村大字落合字落合20番地１葛
尾風力株式会社の工場財団に福島県双葉郡葛尾村
大字葛尾字野行国有林1078林班他葛尾風力発電所
の工作物（建物を除く）及び機械、器具等を追加
する変更登記申請に係る動産につき権利を有する
者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から
32日以内に権利を申し出て下さい。
令和７年 10 月 17 日

福島地方法務局富岡出張所

香川県坂出市林田町4285番地173坂出バイオマ
スパワー合同会社の工場財団に香川県坂出市林田
町字番屋前4285番地173坂出バイオマス発電所の
機械、器具等を追加する変更登記申請に係る動産
につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分
債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下
さい。
令和７年 10 月 17 日 高松法務局丸亀支局

証 票 無 効

所得．復興特別所得．法人．復興特別法人．相
続．贈与．地価．消費．印紙．地方消費（譲渡割）
税に関する質問検査章
令和７年７月10日交付 第令７000000009号
宇都宮税務署 財務事務官 伊賀 敏徳 名義
分
令和７年９月24日亡失
上記のとおり証票亡失の届出があったので、亡
失の日以降無効とする。
令和７年 10 月 17 日 国 税 庁

特定口座年間取引報告書
非課税口座年間取引報告書
未成年者口座年間取引報告書
上場株式等の配当等の支払を受ける大口の個人
株主に関する報告書の提出に関する質問検査章
令和７年７月10日交付 第令７000000002号
宇都宮税務署 財務事務官 伊賀 敏徳 名義
分
令和７年９月24日亡失
上記のとおり証票亡失の届出があったので、亡
失の日以降無効とする。
令和７年 10 月 17 日 国 税 庁

報告事項の提供に関する質問検査章
令和７年７月10日交付 第令７000000002号
宇都宮税務署 財務事務官 伊賀 敏徳 名義
分
令和７年９月24日亡失
上記のとおり証票亡失の届出があったので、亡
失の日以降無効とする。
令和７年 10 月 17 日 国 税 庁

国外送金等調書
国外証券移管等調書
国外財産調書
先物取引に関する調書

特定振替国債等の譲渡対価の支払調書
特定振替国債等の償還金等の支払調書
特定新株予約権等・特定外国新株予約権の付与
に関する調書
特定株式等・特定外国株式の異動状況に関する
調書
上場証券投資信託等の償還金等の支払調書
教育資金管理契約の終了に関する調書
結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書
財産債務調書
住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書
国外電子決済手段移転等調書の提出に関する質
問検査章
令和７年７月10日交付 第令７000000005号
宇都宮税務署 財務事務官 伊賀 敏徳 名義
分
令和７年９月24日亡失
上記のとおり証票亡失の届出があったので、亡
失の日以降無効とする。
令和７年 10 月 17 日 国 税 庁





令
和

年


月


日
金
曜
日

第




号

官
報

相続財産清算人の選任及び相
続権主張の催告





令
和

年


月


日
金
曜
日

第




号

官
報

破産手続開始

除 権 決 定

失 踪 宣 告

失踪に関する届出の催告

公 示 催 告





令
和

年


月


日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年


月


日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年


月


日
金
曜
日

第




号

官
報

破産手続開始及び免責許可申
立てに関する意見申述期間






令
和

年


月


日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年


月


日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年


月


日
金
曜
日

第




号

官
報

破産手続開始・破産手続廃止
及び免責許可申立てに関する
意見申述期間






令
和

年


月


日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年


月


日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年


月


日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年


月


日
金
曜
日

第




号

官
報

破産手続終結

破産手続終結及び免責許可決定






令
和

年


月


日
金
曜
日

第




号

官
報

破産債権の届出期間及び一般
調査期日






令
和

年


月


日
金
曜
日

第




号

官
報

特別清算終結
令和７年（ヒ）第２０２０号
東京都千代田区大手町２丁目３番２号
清算株式会社 ライフタイムコンサルティング
株式会社

１ 決定年月日 令和７年10月２日
２ 主文 本件特別清算手続を終結する。

東京地方裁判所民事第20部
令和７年（ヒ）第４号
沖縄県浦添市内間４丁目17番３号
清算株式会社 株式会社創遊建築企画
１ 決定年月日 令和７年10月２日
２ 主文 本件特別清算手続を終結する。

那覇地方裁判所民事第３部

特別清算協定認可

管財人辞任
令和３年（再）第１２号
大阪市淀川区西中島６丁目11番31号
再生債務者 医療法人遊心会
再生債務者の管財人 川原 世久は辞任した。
令和７年10月１日

大阪地方裁判所第６民事部

監 督 命 令令和７年（ヒ）第２０４３号
東京都中野区松が丘２丁目19番11号
清算株式会社 興和サイン株式会社
代表清算人 髙橋 芳文
１ 決定年月日 令和７年９月25日
２ 主文 次の協定を認可する。

協定
１ 定義
 本協定において、別紙１の表に記載の債
権者を協定債権者とする。
 本協定において、別紙２の表に記載の債
権者を劣後債権者とする。

２ 協定債権の免除
各協定債権者は、清算株式会社に対し、本
協定の認可の決定が確定した日に各協定債権
（特別清算開始決定の前後を問わず一切の利
息債権・遅延損害金請求権等付随する債権を
含む。）の全額につき、その債務を免除する。
３ 劣後的債権の免除
劣後債権者は、清算株式会社に対し、本協
定の認可の決定が確定した日に劣後債権（特
別清算開始決定の前後を問わず一切の利息債
権・遅延損害金請求権等付随する債権を含
む。）の全額につき、その債務を免除する。
４ 新たな財産が発見された場合の取扱い
前２項記載の協定債権及び劣後債権の免除
後、清算株式会社に新たな財産が発見された
場合であって、当該財産が換価可能であり、
かつ換価により弁済原資が発生すると認めら
れるときには、清算株式会社は、これを速や

かに換価し、各協定債権者に対し、換価代金
から必要な費用を控除した残額を各協定債権
者の元本債権額の割合に応じて弁済する。こ
の場合、第２項に基づく債務免除の効力は、
当該弁済額の範囲で遡って失われるものとす
る。
（別紙省略）

以上
東京地方裁判所民事第20部

破産債権の届出期間及び一般
調査期間

書面による計算報告

令和７年（ヒ）第９号
沖縄県糸満市字豊原307番地
清算株式会社 ｎａｔｕｇｒｅ株式会社
代表清算人 平良 英隆
１ 決定年月日 令和７年10月２日
２ 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を
命ずる。

那覇地方裁判所民事第３部
令和７年（ヒ）第３０２９号
大阪府松原市西大塚１丁目３番29号
清算株式会社 工藤工業株式会社
代表清算人 藤田 和也
１ 決定年月日 令和７年10月３日
２ 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を
命ずる。

大阪地方裁判所第６民事部
令和７年（ヒ）第１００６号
千葉県市原市海士有木1738番地10
清算株式会社 株式会社アイトラスト
代表清算人 齋藤 宏司
１ 決定年月日 令和７年10月３日
２ 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を
命ずる。

千葉地方裁判所民事第４部

特別清算開始



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和

年


月


日
金
曜
日

第




号

官
報

子会社株式等譲渡に関する株
主総会の決議による承認に代
わる許可

令和７年（再）第２４号
東京都港区六本木７丁目15番７号
再生債務者 株式会社オルツ
決定の要旨 令和７年９月18日付け子会社株式等
譲渡許可申請書にかかる子会社株式等譲渡につ
いて会社法467条１項に規定する株主総会の決
議による承認に代わる許可をする。
令和７年10月１日

東京地方裁判所民事第20部
小規模個人再生による再生手
続開始


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報
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
年


月


日
金
曜
日

第




号

官
報

小規模個人再生による書面決
議に付する決定
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
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報
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和

年


月


日
金
曜
日

第




号

官
報

小規模個人再生による再生手
続廃止

給与所得者等再生による再生
計画認可


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令
和

年


月


日
金
曜
日

第




号

官
報

所有者不明土地及び建物管理
命令に関する異議の催告

所有者不明土地管理命令に関
する異議の催告

所有者不明建物管理命令に関
する異議の催告 会 社 そ の 他 の 公 告

合 併 公 告

左 記 会 社 は 合 併 し て 甲 は 乙 の 権 利 義 務 全 部 を 承

継 し て 存 続 し 乙 は 解 散 す る こ と に い た し ま し た 。

こ の 合 併 に 対 し 異 議 の あ る 債 権 者 は 、 本 公 告 掲

載 の 翌 日 か ら 一 箇 月 以 内 に お 申 し 出 下 さ い 。

な お 、 最 終 貸 借 対 照 表 の 開 示 状 況 は 次 の と お り

で す 。

（ 甲 お よ び 乙 ）

掲 載 紙 日 刊 工 業 新 聞

掲 載 の 日 付 令 和 七 年 九 月 九 日

掲 載 頁 五 頁

令 和 七 年 十 月 十 七 日

東 京 都 世 田 谷 区 尾 山 台 一 丁 目 一 六 番 八 号

（ 甲 ） 誠 香 イ ン ベ ス ト メ ン ト 株 式 会 社

代 表 取 締 役 岸 野 誠 人

東 京 都 世 田 谷 区 尾 山 台 一 丁 目 一 六 番 八 号

（ 乙 ） 株 式 会 社 誠 香

代 表 取 締 役 安 藤 香 織

合 併 公 告

左 記 会 社 は 合 併 し て 甲 は 乙 の 権 利 義 務 全 部 を 承

継 し て 存 続 し 乙 は 解 散 す る こ と に い た し ま し た 。

こ の 合 併 に 対 し 異 議 の あ る 債 権 者 は 、 本 公 告 掲

載 の 翌 日 か ら 一 箇 月 以 内 に お 申 し 出 下 さ い 。

な お 、 最 終 貸 借 対 照 表 の 開 示 状 況 は 次 の と お り

で す 。

（ 甲 ） 掲 載 官 報

掲 載 の 日 付 令 和 七 年 十 月 七 日

掲 載 頁 七 十 一 頁 （ 号 外 第 二 二 四 号 ）

（ 乙 ） 掲 載 官 報

掲 載 の 日 付 令 和 七 年 十 月 七 日

掲 載 頁 七 十 一 頁 （ 号 外 第 二 二 四 号 ）

令 和 七 年 十 月 十 七 日

名 古 屋 市 港 区 小 碓 三 丁 目 一 〇 一 番 地 久 野 ハ

イ ツ 四 〇 一 号 （ 甲 ） 三 立 興 業 株 式 会 社

代 表 取 締 役 竹 之 内 仁

名 古 屋 市 港 区 小 碓 三 丁 目 一 〇 一 番 地 久 野 ハ

イ ツ 四 〇 三 号
（ 乙 ） 株 式 会 社 ジ ン カ ン パ ニ ー

代 表 取 締 役 竹 之 内 仁






令和年月日 金曜日 第号官 報
吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
飲
食
店
舗
経
営

事
業
に
関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
し
乙
は
そ
れ
を
承
継
さ

せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
二
月
一
日
で
あ
り
、
甲
及

び
乙
の
株
主
総
会
の
承
認
決
議
は
令
和
七
年
十
月
八
日
に

終
了
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
九
月
二
十
二
日

掲
載
頁

五
十
二
頁
（
号
外
第
二
一
二
号
）

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
十
月
八
日

掲
載
頁

五
十
七
頁
（
号
外
第
二
二
五
号
）

令
和
七
年
十
月
十
七
日

千
葉
県
成
田
市
は
な
の
き
台
一
丁
目
一
九
番
地
一

（
甲
）
Ａ
ｎ
ｔ
ｈ
ｅ
ｍ

ｄ
ｅ
ｓ
ｉ
ｇ
ｎ
株
式

会
社

代
表
取
締
役

髙
橋

由
美

千
葉
県
成
田
市
並
木
町
二
二
〇
番
地
一
〇

（
乙
）
株
式
会
社
Ｊ
Ｐ
Ｎ

代
表
取
締
役

髙
橋

正
樹

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
令
和
七
年
十
二
月
一
日
を
効
力
発
生
日
と

し
て
、
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
Ａ

Ｐ
Ｅ
Ｔ
シ
ー
ト
製

品
の
製
造
及
び
販
売
に
係
る
事
業
に
関
す
る
権
利
義
務
を

承
継
し
、
乙
は
そ
れ
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
。こ

の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）h

ttp
s://w

w
w
.m
cg
c.co
m
/ir/in

d
ex
.h
tm
l

（
乙
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
二
十
九
日

掲
載
の
頁

九
十
三
頁
（
号
外
第
一
七
二
号
）

令
和
七
年
十
月
十
七
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
一
番
一
号

（
甲
）
三
菱
ケ
ミ
カ
ル
株
式
会
社

代
表
取
締
役

下
平

靖
雄

東
京
都
千
代
田
区
東
神
田
二
丁
目
五
番
一
五
号

（
乙
）
ジ
ェ
イ
フ
ィ
ル
ム
株
式
会
社

代
表
取
締
役

髙
岡

祐
介

吸
収
分
割
公
告

当
社
（
甲
）
は
、
吸
収
分
割
に
よ
り
株
式
会
社
パ
ル
プ

ラ
ン
ニ
ン
グ
（
乙
、
住
所
東
京
都
新
宿
区
新
宿
五
丁
目
一

七
番
五
号
）
の
不
動
産
事
業
に
関
す
る
権
利
義
務
を
承
継

す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
九
月
十
七
日

掲
載
頁

五
十
四
頁
（
号
外
第
二
〇
八
号
）

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
九
月
十
七
日

掲
載
頁

五
十
三
頁
（
号
外
第
二
〇
八
号
）

令
和
七
年
十
月
十
七
日

東
京
都
新
宿
区
新
宿
五
丁
目
一
七
番
五
号

マ
ジ
オ
ネ
ッ
ト
Ｈ
Ｄ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

松
本

義
弘

吸
収
分
割
公
告

当
社
（
甲
）
は
、
吸
収
分
割
に
よ
り
株
式
会
社
マ
ジ
オ

ブ
ル
ー
ム
キ
ッ
ズ
（
乙
、
住
所
東
京
都
日
野
市
百
草
一
八

八
番
地
）
の
不
動
産
事
業
に
関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
す

る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
九
月
十
七
日

掲
載
頁

五
十
四
頁
（
号
外
第
二
〇
八
号
）

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
九
月
十
七
日

掲
載
頁

五
十
四
頁
（
号
外
第
二
〇
八
号
）

令
和
七
年
十
月
十
七
日

東
京
都
新
宿
区
新
宿
五
丁
目
一
七
番
五
号

マ
ジ
オ
ネ
ッ
ト
Ｈ
Ｄ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

松
本

義
弘

吸
収
分
割
公
告

当
社
（
甲
）
は
、
吸
収
分
割
に
よ
り
株
式
会
社
マ
ジ
オ

Ｄ
Ｓ
東
海
（
乙
、
住
所
東
京
都
新
宿
区
新
宿
五
丁
目
一
七

番
五
号
）
の
不
動
産
事
業
に
関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
す

る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
九
月
十
七
日

掲
載
頁

五
十
四
頁
（
号
外
第
二
〇
八
号
）

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
九
月
十
七
日

掲
載
頁

五
十
四
頁
（
号
外
第
二
〇
八
号
）

令
和
七
年
十
月
十
七
日

東
京
都
新
宿
区
新
宿
五
丁
目
一
七
番
五
号

マ
ジ
オ
ネ
ッ
ト
Ｈ
Ｄ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

松
本

義
弘

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
営
む
事
業
に
関

す
る
権
利
義
務
の
一
部
を
承
継
し
乙
は
そ
れ
を
承
継
さ
せ

る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
三
日

掲
載
頁

四
十
五
頁
（
号
外
第
一
五
二
号
）

令
和
七
年
十
月
十
七
日

東
京
都
江
東
区
亀
戸
二
丁
目
二
六
番
一
〇
号

（
甲
）
Ｉ
Ｓ
Ｏ
Ｂ
Ｅ

Ｇ
Ｒ
Ｏ
Ｕ
Ｐ

Ｈ
Ｏ
Ｌ

Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｓ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

磯
部

武
秀

東
京
都
江
東
区
亀
戸
二
丁
目
二
六
番
一
〇
号

（
乙
）
磯
部
塗
装
株
式
会
社

代
表
取
締
役

磯
部

武
秀

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
営
む
事
業
に
関

す
る
権
利
義
務
の
一
部
を
承
継
し
乙
は
そ
れ
を
承
継
さ
せ

る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
乙
）
掲
載

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
八
月
二
十
九
日

掲
載
頁

四
頁

令
和
七
年
十
月
十
七
日

東
京
都
江
東
区
亀
戸
二
丁
目
二
六
番
一
〇
号

（
甲
）
Ｉ
Ｓ
Ｏ
Ｂ
Ｅ

Ｇ
Ｒ
Ｏ
Ｕ
Ｐ

Ｈ
Ｏ
Ｌ

Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｓ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

磯
部

武
秀

東
京
都
品
川
区
東
品
川
一
丁
目
二
番
五
号

（
乙
）
ヤ
マ
ギ
シ
リ
フ
ォ
ー
ム
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

磯
部

武
秀

吸
収
分
割
公
告

当
社
（
甲
）
は
、
吸
収
分
割
に
よ
り
Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
Ｏ
ヘ
ル

ス
サ
ポ
ー
ト
株
式
会
社
（
乙
、
住
所
東
京
都
千
代
田
区
神

田
淡
路
町
一
丁
目
二
番
三
号
）
の
リ
テ
ー
ル
事
業
に
関
す

る
権
利
義
務
を
承
継
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
二
月
一
日
で
あ
り
、
当
社

の
株
主
総
会
の
承
認
決
議
は
令
和
七
年
十
月
二
十
三
日
に

予
定
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
一
日

掲
載
頁

一
二
〇
頁
（
号
外
第
一
五
〇
号
）

令
和
七
年
十
月
十
七
日

東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
三
丁
目
七
番
三
号
損
保

ジ
ャ
パ
ン
霞
が
関
ビ
ル

Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
Ｏ
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

大
場

康
弘

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
全
事
業
に
関
す

る
権
利
義
務
を
承
継
し
乙
は
そ
れ
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に

い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
九
月
三
十
日

掲
載
頁

一
三
四
頁
（
号
外
第
二
一
九
号
）

令
和
七
年
十
月
十
七
日

奈
良
県

城
市
中
戸
三
八
九
番
地

（
甲
）
株
式
会
社
足
高
メ
リ
ヤ
ス

代
表
取
締
役

玉
中

博
貴

奈
良
県

城
市
中
戸
三
八
九
番
地

（
乙
）
足
高
メ
リ
ヤ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

足
髙

宏
和





令和年月日 金曜日 第号官 報
吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
遊
技
場
（
所
在

北
九
州
市
戸
畑
区
牧
山
新
町
一
番
三
八
号

名
称
ゾ
ー
ン

戸
畑
店
）
経
営
事
業
に
関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
し
乙
は

そ
れ
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
乙
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と

お
り
で
す
。

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
十
月
七
日

掲
載
頁

七
十
三
頁
（
号
外
第
二
二
四
号
）

令
和
七
年
十
月
十
七
日

愛
媛
県
新
居
浜
市
高
木
町
三
番
一
三
号

（
甲
）
合
同
会
社
日
光
商
事

代
表
社
員

株
式
会
社
日
光
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

職
務
執
行
者

川
井

祐
介

北
九
州
市
八
幡
西
区
本
城
東
五
丁
目
二
番
三
三
号

（
乙
）
株
式
会
社
ゾ
ー
ン

代
表
取
締
役

金
村

浩
二

新
設
分
割
公
告

当
社
は
、
新
設
分
割
に
よ
り
新
設
す
る
株
式
会
社
Ｒ
Ｈ

（
住
所
東
京
都
港
区
六
本
木
四
丁
目
八

七

Ｂ
一
Ｆ
）

に
対
し
て
当
社
の
投
資
事
業
に
関
す
る
権
利
義
務
を
承
継

さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
十
月
九
日

掲
載
頁

六
十
頁
（
号
外
第
二
二
六
号
）

令
和
七
年
十
月
十
七
日

東
京
都
港
区
六
本
木
四

八

七

株
式
会
社
Ｈ

代
表
取
締
役

林

亮

治

新
設
分
割
公
告

当
社
は
、
新
設
分
割
に
よ
り
新
設
す
る
株
式
会
社
オ
リ

エ
ン
ト
ビ
ル
（
住
所
東
京
都
台
東
区
上
野
五
丁
目
一
一
番

二
号
）
に
対
し
て
当
社
が
経
営
す
る
日
本
語
学
校
「
東
京

上
野
日
本
語
学
院
」（
東
京
都
台
東
区
上
野
五
丁
目
一
一
番

二
号
）
に
係
る
日
本
語
学
校
運
営
事
業
に
関
す
る
権
利
義

務
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

な
お
、
計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

山
梨
県
甲
府
市
高
畑
一
丁
目
二
三
番
三
〇
号

有
限
会
社
オ
リ
エ
ン
ト
ビ
ル

代
表
取
締
役

三
枝
慶
一
郎

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
二
月
四
日
で
あ
り
、
組
織

変
更
後
の
商
号
は
株
式
会
社
フ
ァ
ン
＆
ブ
ラ
イ
ト
と
し
ま

す
。こ

の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

青
森
県
八
戸
市
桜
ケ
丘
二
丁
目
三
七
番
三
号

合
同
会
社
み
ら
い

代
表
社
員

嶋
本

満
恵

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

千
葉
県
松
戸
市
松
戸
新
田
五
七
五
番
地
の
二
五
み

の
り
台
オ
オ
イ
ビ
ル
一
Ｆ

合
同
会
社
Ｇ
ｒ
ａ
ｎ
ｄ

Ｄ
ｒ
ｅ
ａ
ｍ

ｃ
ｏ

代
表
社
員

後
藤

崇

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

東
京
都
中
央
区
銀
座
一
丁
目
二
二
番
一
一
号
銀
座

大
竹
ビ
ジ
デ
ン
ス
二
Ｆ

合
同
会
社
レ
ブ
サ
ム

代
表
社
員

土
岐

好
隆

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

東
京
都
渋
谷
区
道
玄
坂
一
丁
目
一
〇
番
八
号
渋
谷

道
玄
坂
東
急
ビ
ル
２

ｃ
合
同
会
社
Ａ
ｃ
ｅ
ｐ
ｉ
ｒ
ｅ

代
表
社
員

阿
部

大
飛

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

神
奈
川
県
横
浜
市
旭
区
上
白
根
二

四
三

三

合
同
会
社
Ｌ

Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｇ
Ｅ

代
表
社
員

島
森

龍

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

石
川
県
金
沢
市
直
江
町
ニ
二
〇
三
番
地

Ｔ
＆
Ａ
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
ズ
合
同
会
社

代
表
社
員

伊
藤

智
宜

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

神
戸
市
兵
庫
区
駅
南
通
一
丁
目
二
番
二
〇
号

ア
イ
ヲ
ラ
イ
十
合
同
会
社

代
表
社
員

千
田

晃
恵

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

徳
島
県
美
馬
市
脇
町
大
字
脇
町
二
九
五
番
地
三

合
同
会
社
グ
ロ
リ
ア
ス
Ｋ

代
表
社
員

新
居

博
美

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
千
六
百
七
十
二
万
二
千
八

百
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
資
本
金
の
額
の
減
少
の
効
力
が
生
ず
る
日
ま
で

に
、
当
社
が
発
行
し
て
い
る
新
株
予
約
権
の
全
部
ま
た
は

一
部
が
行
使
さ
れ
た
場
合
及
び
新
株
式
が
発
行
さ
れ
た
場

合
に
は
、
当
該
権
利
行
使
に
伴
う
株
式
発
行
及
び
新
株
式

が
発
行
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
増
加
す
る
資
本
金
の
額
と
同

額
分
を
合
わ
せ
て
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出
済
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
本
町
三
丁
目
八
番
三
号
日

本
橋
ラ
イ
フ
サ
イ
エ
ン
ス
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
三

株
式
会
社
Ｅ
Ｌ
Ｅ
Ｍ
Ｅ
Ｎ
Ｔ
Ｓ

代
表
取
締
役
社
長

長
谷
川
敬
起

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
一
億
九
千
六
百
三
十
七
万
四

千
五
百
九
十
九
円
減
少
し
て
一
億
円
と
し
、
減
少
し
た
資

本
金
の
額
の
全
部
を
資
本
準
備
金
と
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
三
月
二
十
七
日

掲
載
頁

六
頁

た
だ
し
、当
社
は
令
和
七
年
五
月
一
日
付
で
本
店
移
転
、

令
和
七
年
六
月
一
日
付
で
商
号
変
更
を
し
て
お
り
、
旧
本

店
東
京
都
港
区
六
本
木
三

二

一
住
友
不
動
産
六
本
木

グ
ラ
ン
ド
タ
ワ
ー
、
旧
商
号
Ｎ
ｓ
ｔ
ｏ
ｃ
ｋ
株
式
会
社
と

し
て
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
兜
町
九

一
Ｆ
ｉ
ｎ
Ｇ
Ａ

Ｔ
Ｅ
Ｂ
Ｌ
Ｏ
Ｏ
Ｍ
五
Ｆ

Ｎ
ｓ
ｔ
ｏ
ｃ
ｋ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

宮
田

昇
始

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
三
億
一
千
万
円
減
少
し
て
一

億
円
と
し
、
減
少
し
た
資
本
金
の
額
の
全
部
を
資
本
準
備

金
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
三
月
二
十
七
日

掲
載
頁

六
頁

た
だ
し
、当
社
は
令
和
七
年
五
月
一
日
付
で
本
店
移
転
、

令
和
七
年
六
月
一
日
付
で
商
号
変
更
を
し
て
お
り
、
旧
本

店
東
京
都
港
区
六
本
木
三

二

一
住
友
不
動
産
六
本
木

グ
ラ
ン
ド
タ
ワ
ー
、
旧
商
号
Ｎ
ｓ
ｔ
ｏ
ｃ
ｋ

Ｆ
ｉ
ｎ
ａ

ｎ
ｃ
ｅ
株
式
会
社
と
し
て
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
兜
町
九

一
Ｆ
ｉ
ｎ
Ｇ
Ａ

Ｔ
Ｅ
Ｂ
Ｌ
Ｏ
Ｏ
Ｍ
五
Ｆ

Ｎ
ｓ
ｔ
ｏ
ｃ
ｋ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

宮
田

昇
始





令和年月日 金曜日 第号官 報
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
九
億
円
減
少
し
一
億
円
と
す

る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
一
月
十
八
日
で
あ
り
、
株

主
総
会
の
決
議
は
令
和
七
年
九
月
二
十
六
日
に
終
了
し
て

お
り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

東
京
都
杉
並
区
永
福
二
丁
目
三
二
番
一
八
号

株
式
会
社
井
出
興
産

代
表
取
締
役

井
出
信
一
郎

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
金
壱
千
四
百
万
円
減
少
す
る

こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

愛
知
県
岡
崎
市
康
生
通
東
二
丁
目
二
番
地

有
限
会
社
パ
リ

取
締
役

尾
崎
奈
穂
美

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
百
五
億
円
減
少
し
八
千
万
円

と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
二
月
五
日
で
あ
り
、
株
主

総
会
の
決
議
は
、
令
和
七
年
九
月
三
十
日
に
終
了
し
て
お

り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
九
月
二
十
九
日

掲
載
頁

二
二
四
頁
（
号
外
第
二
一
七
号
）

令
和
七
年
十
月
十
七
日

神
戸
市
中
央
区
磯
辺
通
四
丁
目
一
番
三
八
号

Ｗ
ｉ
ｓ
ｍ
ｅ
ｔ
ｔ
ａ
ｃ
フ
ー
ズ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

新
開

裕
之

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
十
五
億
四
千
六
百
十
七
万

七
千
五
百
三
十
二
円
減
少
し
一
億
円
と
す
る
こ
と
に
い
た

し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
二
月
五
日
で
あ
り
、
株
主

総
会
の
決
議
は
、
令
和
七
年
十
月
三
十
日
に
予
定
し
て
お

り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出
済

令
和
七
年
十
月
十
七
日

神
戸
市
中
央
区
磯
辺
通
四
丁
目
一
番
三
八
号

西
本
Ｗ
ｉ
ｓ
ｍ
ｅ
ｔ
ｔ
ａ
ｃ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ

ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

洲
崎

良
朗

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
三
億
五
千
五
百
万
円
減
少
し

五
千
万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

広
島
県
呉
市
広
本
町
一
丁
目
一
三
番
一
号
五
Ｆ

株
式
会
社
ヴ
ィ
ラ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

代
表
取
締
役

谷

規
正

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
五
千
万
円
減
少
し
八
百
万
円

と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

福
岡
県
糟
屋
郡
篠
栗
町
津
波
黒
三
丁
目
六
番
二
〇
号

有
限
会
社
岩
商

代
表
取
締
役

岩
坂

洋

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
一
二
、
九
六
四
、
七
九
五
円

減
少
し
九
、
九
七
一
、
二
〇
五
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
二
月
十
日
で
あ
り
、
株
主

総
会
の
決
議
は
令
和
七
年
九
月
一
日
に
終
了
し
て
お
り
ま

す
。こ

の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

長
崎
県
対
馬
市
美
津
島
町
雞
知
甲
一
〇
三
七
番
地
一

美
津
島
環
境
ク
リ
ー
ン
有
限
会
社

代
表
取
締
役

田
中

俊
勝

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
三
億
三
千
百
四
十
三
万
一
千

五
百
五
十
一
円
、
資
本
準
備
金
の
額
を
三
億
三
千
百
四
十

三
万
一
千
五
百
五
十
二
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
。こ

の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
五
月
二
日

掲
載
頁

一
二
三
頁
（
号
外
第
一
〇
〇
号
）

令
和
七
年
十
月
十
七
日

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
一
丁
目
四
番
一
号

エ
ヌ
ブ
イ
ワ
イ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

髙
橋

英
生

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
億
六
千
七
百
八
十
二
万
七

千
四
十
円
（
全
額
を
資
本
準
備
金
に
組
入
れ
る
も
の
と
す

る
）、
資
本
準
備
金
の
額
を
七
億
七
千
八
百
九
十
八
万
百

四
十
六
円
減
少
し
、
そ
れ
ぞ
れ
一
億
円
、
九
億
円
と
す
る

こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
左
記
の
と
お

り
で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
四
月
二
十
八
日

掲
載
頁

六
十
頁
（
号
外
第
九
十
五
号
）

令
和
七
年
十
月
十
七
日

東
京
都
千
代
田
区
麹
町
一

四

四

株
式
会
社
Ｍ
＆
Ａ
ク
ラ
ウ
ド

代
表
取
締
役

前
川

拓
也

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
十
億
三
百
八
十
万
二
千
七

百
円
、
資
本
準
備
金
の
額
を
二
十
億
三
百
八
十
万
二
千
六

百
九
十
九
円
減
少
し
、
そ
れ
ぞ
れ
三
億
六
百
五
十
九
万
四

千
七
百
二
十
円
、
一
億
六
百
五
十
九
万
四
千
七
百
二
十
円

と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
二
月
一
日
で
あ
り
、
取
締

役
会
の
決
議
は
、
令
和
七
年
十
月
十
五
日
に
終
了
し
て
お

り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出
済
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

東
京
都
品
川
区
東
五
反
田
一
丁
目
七
番
六
号

株
式
会
社
串
カ
ツ
田
中
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

代
表
取
締
役

坂
本

壽
男

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
金
二
千
五
百
万
円
、
資
本
準

備
金
の
額
を
金
三
千
万
円
、
そ
れ
ぞ
れ
減
少
す
る
こ
と
に

い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
四
月
十
四
日

掲
載
頁

三
十
八
頁
（
号
外
第
八
十
三
号
）

令
和
七
年
十
月
十
七
日

神
奈
川
県
足
柄
上
郡
中
井
町
井
ノ
口
二
七
四
六
番

地
五

株
式
会
社
ミ
ヤ
タ
サ
イ
ク
ル

代
表
取
締
役

福
田

三
朗

基
準
日
設
定
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
一
月
一
日
を
基
準
日
と
定
め
、

同
日
午
前
零
時
現
在
の
株
主
名
簿
上
の
株
主
を
も
っ
て
、

そ
の
所
有
す
る
株
式
一
株
を
百
万
株
と
す
る
株
式
分
割
に

よ
り
株
式
の
割
当
て
を
受
け
る
株
主
と
定
め
ま
し
た
の
で

公
告
し
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

東
京
都
千
代
田
区
内
幸
町
二
丁
目
二
番
三
号

株
式
会
社
ミ
ズ
カ
ラ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

代
表
取
締
役

山
宮
健
太
朗

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
一
月
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

東
京
都
江
東
区
北
砂
三
丁
目
五
番
二
三
号

株
式
会
社
三
光
製
作
所

代
表
取
締
役

増
田

和
彦

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
一
月
十
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

石
川
県
野
々
市
市
押
野
四
丁
目
一
五
二
番
地

北
陸
プ
レ
ス
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

来
丸

裕
人





令和年月日 金曜日 第号官 報
株
式
交
換
公
告

当
社
（
甲
）
は
、
株
式
会
社
ス
ノ
ー
ピ
ー
ク
（
乙
、
新

潟
県
三
条
市
中
野
原
四
五
六
番
地
）
を
完
全
子
会
社
と
す

る
株
式
交
換
を
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
株
式
交
換
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
四
月
十
四
日

掲
載
頁

四
十
二
頁
（
号
外
第
八
十
三
号
）

（
乙
）h

ttp
://w
w
w
.sn
o
w
p
ea
k
.co
.jp
/

令
和
七
年
十
月
十
七
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
一
番
一
号
パ
レ

ス
ビ
ル
五
階

株
式
会
社
Ｂ
Ｃ
Ｊ

８
０

代
表
取
締
役

杉
本

勇
次

外
国
会
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
の
退
任
公
告

当
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
で
あ
る
ニ
コ
ラ

ス
・
ボ
ル
ツ
ェ
が
退
任
す
る
こ
と
に
対
し
異
議
の
あ
る
債

権
者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申

し
出
く
だ
さ
い
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共
和
国
、
ノ
ル
デ
ィ
ッ
ク
ヨ
ー
ロ

ピ
ア
ン
セ
ン
タ
ー
、＃
〇
六

一
二
、三
イ
ン
タ
ー

ナ
シ
ョ
ナ
ル
ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ク

神
奈
川
県
横
浜
市
西
区
み
な
と
み
ら
い
二
丁
目
三

番
一
号
ク
イ
ー
ン
ズ
タ
ワ
ー
Ａ
一
一
階

th
y
ssen
k
ru
p
p
S
in
g
a
p
o
re
P
te.L
td
.

日
本
に
お
け
る
代
表
者

ニ
コ
ラ
ス
・
ボ
ル
ツ
ェ

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
第
百
九
条
に

基
づ
き
優
先
資
本
金
の
額
を
金
十
八
億
円
減
少
す
る
こ
と

に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の

開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

h
ttp
s://w

w
w
.w
eb -p

u
b
lic -n

o
tice.jp

/

44O
U
56S -00034

令
和
七
年
十
月
十
七
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
三
丁
目
二
二
番
一
〇

二
〇

一
号ピ

ー
ピ
ー
エ
フ
エ
ー
・
ジ
ャ
パ
ン
・
ワ
ン
特
定

目
的
会
社

取
締
役

中
村

武

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
八
億
四
千
六
百
十
万
円

減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
及

び
損
益
計
算
書
の
要
旨
は
令
和
七
年
九
月
十
二
日
付
官
報

の
号
外
第
二
〇
六
号
九
十
二
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

東
京
都
中
央
区
八
重
洲
二
丁
目
二
番
一
号

Ｇ
Ｌ
Ｐ

Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ

Ｄ
Ｈ
３
特
定
目
的
会
社

取
締
役

関
口

陽
平

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
三
億
二
千
七
十
五
万
円

減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
及

び
損
益
計
算
書
の
要
旨
は
令
和
七
年
九
月
十
二
日
付
官
報

の
号
外
第
二
〇
六
号
九
十
二
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

東
京
都
中
央
区
八
重
洲
二
丁
目
二
番
一
号

Ｊ
Ｄ
Ｐ
３
Ｃ
ｏ

Ｉ
ｎ
ｖ
ｅ
ｓ
ｔ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

関
口

陽
平

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
二
十
三
億
三
千
三
百
二

十
万
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
及

び
損
益
計
算
書
の
要
旨
は
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
付
官

報
の
号
外
第
七
十
二
号
一
〇
八
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま

す
。令

和
七
年
十
月
十
七
日

東
京
都
中
央
区
八
重
洲
二
丁
目
二
番
一
号

Ｇ
Ｌ
Ｐ
所
沢
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ッ
ク
特
定
目
的
会
社

取
締
役

北
川

久
芳

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
二
十
五
億
三
千
五
十

万
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
て
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告

掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
の
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
、
次
の
と

お
り
で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
五
月
九
日

掲
載
頁

六
十
五
頁
（
号
外
第
一
〇
三
号
）

令
和
七
年
十
月
十
七
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
二
丁
目
二
番
三
号
丸
の

内
仲
通
り
ビ
ル
六
階

シ
タ
デ
ィ
ー
ン
セ
ン
ト
ラ
ル
新
宿
特
定
目
的
会
社

取
締
役

大
平
美
和
子

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
一
億
四
千
七
百
万
円
減

少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。
こ
の
決
定
に
対
し
異
議

の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以

内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
当
社
の
最
終
貸
借
対
照

表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

h
ttp
://w
w
w
.a
k
a
sa
k
a -ta
x
.o
r.jp
/k
o
u
k
o
k
u
/

a
ia
4tm
k
u
p
3

令
和
七
年
十
月
十
七
日

東
京
都
港
区
赤
坂
二
丁
目
一
〇
番
五
号
デ
ロ
イ
ト

ト
ー
マ
ツ
赤
坂
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
株
式
会
社

内

Ｇ
Ｒ
Ｅ
Ｆ

Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
２
特
定
目
的
会
社

取
締
役

山
﨑

亮
雄

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
六
千
万
円
減
少
す
る
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
。
こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債

権
者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申

し
出
下
さ
い
。
な
お
、
当
社
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示

状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

h
ttp
://w
w
w
.a
k
a
sa
k
a -ta
x
.o
r.jp
/k
o
u
k
o
k
u
/

a
ia
6tm
k
e59

令
和
七
年
十
月
十
七
日

東
京
都
港
区
赤
坂
二
丁
目
一
〇
番
五
号
デ
ロ
イ
ト

ト
ー
マ
ツ
赤
坂
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
株
式
会
社

内

Ａ
Ｃ
Ｒ
Ｅ
Ｆ

Ｏ
Ｓ
Ｌ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

山
﨑

亮
雄

債
権
申
出
の
公
告
（
第
三
回
）

当
社
規
約
型
確
定
給
付
企
業
年
金
は
、
令
和
七
年
十
月

一
日
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
に
よ
り
終
了
し
た
の
で
、
当

社
規
約
型
確
定
給
付
企
業
年
金
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、

本
公
告
第
一
回
掲
載
（
令
和
七
年
十
月
十
五
日
）
の
翌
日

か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
右
期
間
内
に
お

申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

埼
玉
県
深
谷
市
上
野
台
三
四
三
五

三

エ
ナ
ジ
ー
ウ
ィ
ズ
株
式
会
社

規
約
型
確
定
給
付
企
業
年
金
清
算
人

吉
田

純
也

債
権
申
出
の
公
告
（
第
三
回
）

当
規
約
型
確
定
給
付
企
業
年
金
は
、
令
和
七
年
九
月
一

日
確
定
給
付
企
業
年
金
法
第
八
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に

該
当
し
た
こ
と
に
よ
り
終
了
し
た
の
で
、
当
規
約
型
確
定

給
付
企
業
年
金
に
債
権
を
有
す
る
者
は
、
本
公
告
第
一
回

掲
載
（
令
和
七
年
十
月
十
五
日
）
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以

内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い

と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

東
京
都
千
代
田
区
富
士
見
二

一
〇

二

株
式
会
社
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ

清
算
人

西
森

大
輔

訂
正
公
告

令
和
七
年
十
月
十
日
（
号
外
第
二
二
七
号
）
掲
載
の
合

併
公
告
及
び
第
三
十
四
期
決
算
公
告
（
枠
組
）
中
、「
千
葉

県
流
山
市
お
お
た
か
の
森
南
二
丁
目
三
八
番
地
の
一
〇
」

と
あ
る
は
「
千
葉
県
流
山
市
大
字
流
山
一
〇
三
八
番
地
の

三
」
の
誤
り
に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

千
葉
県
流
山
市
大
字
流
山
一
〇
三
八
番
地
の
三

（
甲
）
株
式
会
社
メ
ル
テ
ッ
ク

代
表
取
締
役

山
﨑

眞
哉

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
蛎
殻
町
一
丁
目
三
〇
番
一

一
号
ヨ
ー
ト
ー
ビ
ル
三
階

（
乙
）
株
式
会
社
メ
ル
テ
ッ
ク
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン

グ
ス

代
表
取
締
役

竹
内

智
洋


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